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年度 
受講 
者数 

修了

者数 
法人後見支援員状況 
登録者数 活動者数 

令和 3 年 19 19 8 3 

令和 4 年 17 17 5 2 

令和 5 年 18 18 9（予定） 0 

合計 200 195 57 25 

権利擁護支援ネットワーク  
     ニュースレター 

 掲 載 内 容 
 

１ 令和 5年度 地域福祉活動合同推進本部

研修会の開催について 

２ 令和 5年度第 8期北見市市民後見人養成

研修修了のお知らせ 

３「置戸町・訓子府町関係機関職員を対象

とした成年後見制度に関する状況等調

査」結果について 

４ 令和 5年度 置戸町・訓子府町福祉講演

会のお知らせ 

２．18 名が新たに市民後見人養成研修を修了しました 

 令和 5 年 9 月 16 日㈯、日本赤十字北海道看護大学において権利擁護フォーラムを開催しました。 
第 1 部は、中核センター職員による「その人らしく暮らし続ける”を支える成年後見制度の概要」とし
て制度説明について。第 2 部は、厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 成年後見制度利用促進室 室
長補佐 安蒜 丈範様をお招きして、基調講演 「“その人らしく暮らし続ける”を支える成年後見制
度と市民への期待」につてご講義いただきました。 
 講義では主に、権利擁護支援の充実が必要な背景、成年後見制度利用促進の動向、市民後見人の育
成・活躍の推進についてわかりやすくお話していただきました。第 3 部は、パネルディスカッション
「“その人らしく暮らし続ける”を支える市民後見活動の実際」として、市民後見人（法人後見支援
員）を中心に、関係機関職員との関わり等について事例を基にディスカッションを行い、市民後見人の
活動を知っていただく大変良い機会となりました。 

 第 8 期となる市民後見人養成研修が令和 5 年
10 月 22 日㈰をもって終了し、最終日には北見
市保健福祉部山田孝雄部長より 18 名に修了証
書が手渡されました。 

閉講式では、受講生それぞれから養成研修を
終えた今の気持ちや今後の抱負についてスピー
チをいただき、「様々な団体が尽力しているこ
とを学ぶ事ができました。市民後見人としてお
手伝いできればと思います。」「これから自分
も市民後見人として活動できるよう、勉強を継
続していきたいと思います。」など、それぞれ
の思いを語られました。 

令和 5 年 8 月 20 日㈰より全 6 日間、延べ
1800 時間にわたり開講した養成研修の実施にあ
たっては、多くの関係者や関係機関の皆様に支
えられ無事、修了することができました。事務
局員一同、心より感謝申し上げます。 

１．令和 5年度 地域福祉活動合同推進本部研修会 

支え合いの地域づくりフォーラム（権利擁護フォーラム）を開催しました 

http://kitami-shakyo.jp/ 
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※合計は第 1 期から第 8 期までの総数 

▲安蒜 丈範氏 ▲パネルディスカッションの様子 

▲第 8 期 養成研修を修了された皆様（1 名欠席） 

 
相談専用フリーダイヤルを開設しました！ 

 

 0120-593-852（通話料無料） 
 

※関係機関職員による連絡・調整時には、 
これまでの電話番号をご利用ください。 

 

右から 
・市民後見人 所氏 
・北見市社会福祉協議会法人

後見係 近藤氏 
・東部・端野地区地域包括支

援センター 飯澤氏 
・ニチイケアセンター小泉 

加賀氏 
・同センター 山本氏 
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設問３ 「成年後見制度」に関する主な制度概要について、 

あなたの理解度（どの程度説明できるか）をお聞かせください 

 
 

 

設問３ 「成年後見制度」に関する主な制度概要について、 

あなたの理解度（どの程度説明できるか）をお聞かせください 

 

今回の調査は、置戸町、訓子府町に

おける成年後見制度に関する現状や課

題等を把握し、成年後見制度利用促進

に向けた取り組みへの示唆を得ること

を目的に実施しました。 
この結果をもとに、令和５年４月よ

り、両町関係機関職員を対象にヒヤリ

ング調査を実施し、成年後見制度利用

を含めた具体的な相談対応を必要とす

る案件を把握しました。 
また、今後は、関係機関職員を対象

に、身近な事例を通して制度理解を深

める事例検討会の開催や、研修会の開

催など、北見地域における権利擁護の

更なる推進に向けた具体的な取り組み

を行ってまいります。 

４．令和 5年度 置戸町・訓子府町福祉講演会のお知らせ 
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３．「置戸町・訓子府町関係機関職員を対象とした成年後見制度に関する 

状況等調査」結果について 
北見地域成年後見中核センターでは、令和４年度に置戸町、訓子府町において『関係機関職員を対象と

した成年後見制度に関する状況等調査』を実施し、調査結果をまとめました。 


